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○
農
林
水
産
省
告
示
第
千
八
百
六
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同

条
第
一
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
症
状
及
び
同
条
第
四
項
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
検
体
を
次
の
よ
う
に
定
め
、

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

一

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
症
状
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
家
畜
の

種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
い
ず
れ
か
の
症
状
と
す
る
。

家
畜
の
種
類

症

状

備
考
（
対
象
と
す
る

家
畜
伝
染
病
）

牛
、
水
牛
、
め
ん

摂
氏
三
十
九
・
〇
度
以
上
の
発
熱
及
び
泡
沫
性
流
涎
、
跛
行
、
起
立
不
能

口
蹄
疫

ま
つ

ぜ
ん

は

て
い

羊
、
山
羊
、
豚
及

、
泌
乳
量
の
大
幅
な
低
下
又
は
泌
乳
の
停
止
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
口
腔く

う

び
い
の
し
し

内
、
口
唇
、
鼻
腔
内
、
鼻
部
、
蹄
部
、
乳
頭
又
は
乳
房
（
以
下
「
口
腔
内
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等
」
と
い
う
。
）
に
水
疱
、
び
ら
ん
、
潰
瘍
又
は
瘢
痕
（
外
傷
に
起
因
す

ほ
う

は
ん

る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
水
疱
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
こ
と
。

同
一
の
畜
房
内
（
一
の
畜
房
に
つ
き
一
の
家
畜
を
飼
養
し
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
同
一
の
畜
舎
内
）
に
お
い
て
、
複
数
の
家
畜
の
口
腔
内
等
に

水
疱
等
が
あ
る
こ
と
。

同
一
の
畜
房
内
に
お
い
て
、
半
数
以
上
の
哺
乳
畜
（
一
の
畜
房
に
つ
き
一

の
哺
乳
畜
を
飼
養
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
一
の
畜
舎
内
に
お
い

て
、
隣
接
す
る
複
数
の
畜
房
内
の
哺
乳
畜
）
が
当
日
及
び
そ
の
前
日
の
二

日
間
に
お
い
て
死
亡
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
家
畜
の
飼
養
管
理
の
た
め
の

設
備
の
故
障
、
気
温
の
急
激
な
変
化
、
火
災
、
風
水
害
そ
の
他
の
非
常
災

害
等
口
蹄
疫
以
外
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

鹿

摂
氏
三
十
九
・
〇
度
以
上
の
発
熱
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
口
腔
内
等
に
水
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疱
等
が
あ
る
こ
と
。

同
一
の
畜
房
内
（
一
の
畜
房
に
つ
き
一
の
家
畜
を
飼
養
し
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
同
一
の
畜
舎
内
）
に
お
い
て
、
複
数
の
家
畜
の
口
腔
内
等
に

水
疱
等
が
あ
る
こ
と
。

同
一
の
畜
房
内
に
お
い
て
、
半
数
以
上
の
哺
乳
畜
（
一
の
畜
房
に
つ
き
一

の
哺
乳
畜
を
飼
養
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
一
の
畜
舎
内
に
お
い

て
、
隣
接
す
る
複
数
の
畜
房
内
の
哺
乳
畜
）
が
当
日
及
び
そ
の
前
日
の
二

日
間
に
お
い
て
死
亡
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
家
畜
の
飼
養
管
理
の
た
め
の

設
備
の
故
障
、
気
温
の
急
激
な
変
化
、
火
災
、
風
水
害
そ
の
他
の
非
常
災

害
等
口
蹄
疫
以
外
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

鶏
、
あ
ひ
る
、
う

同
一
の
家
き
ん
舎
内
に
お
い
て
、
一
日
の
家
き
ん
の
死
亡
率
が
対
象
期
間

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ

ず
ら
、
き
じ
、
だ

に
お
け
る
平
均
の
家
き
ん
の
死
亡
率
の
二
倍
以
上
と
な
る
こ
と
。
た
だ
し

ル
エ
ン
ザ
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ち
ょ
う
、
ほ
ろ
ほ

、
家
き
ん
の
飼
養
管
理
の
た
め
の
設
備
の
故
障
、
気
温
の
急
激
な
変
化
、

ろ
鳥
及
び
七
面
鳥

火
災
、
風
水
害
そ
の
他
の
非
常
災
害
等
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
以

外
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

家
き
ん
に
対
し
て
動
物
用
生
物
学
的
製
剤
を
使
用
し
た
場
合
に
お
い
て
、

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ

当
該
家
き
ん
に
Ａ
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
の
抗
原
又
は
Ａ
型
イ
ン

ル
エ
ン
ザ
又
は
低
病

フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
抗
体
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
。

原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ

（
注
）

一

こ
の
表
に
お
い
て
「
畜
房
」
と
は
、
畜
舎
内
の
一
部
を
柵
等
で
囲
っ
た
収
容
空
間
を
い
う
。

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
哺
乳
畜
」
と
は
、
離
乳
し
て
い
な
い
家
畜
を
い
う
。

三

こ
の
表
に
お
い
て
「
対
象
期
間
」
と
は
、
当
日
か
ら
遡
っ
て
二
十
一
日
間
（
当
該
期
間
中
に
家
畜
の
伝
染
性
疾

病
、
家
き
ん
の
飼
養
管
理
の
た
め
の
設
備
の
故
障
、
気
温
の
急
激
な
変
化
、
火
災
、
風
水
害
そ
の
他
の
非
常
災
害
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等
家
き
ん
の
死
亡
率
の
上
昇
の
原
因
と
な
る
特
段
の
事
情
の
存
し
た
日
又
は
家
き
ん
の
出
荷
等
に
よ
り
家
き
ん
舎

が
空
と
な
っ
て
い
た
日
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
日
を
除
く
通
算
二
十
一
日
間
）
を
い
う
。

四

こ
の
表
に
お
い
て
「
動
物
用
生
物
学
的
製
剤
」
と
は
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
八

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の

承
認
を
受
け
た
動
物
用
生
物
学
的
製
剤
を
い
う
。

二

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
検
体
は
、
家
畜
の
口
腔
内
等
に
お
け
る
水
疱

等
か
ら
採
取
し
た
水
疱
液
、
上
皮
及
び
拭
い
液
並
び
に
当
該
家
畜
の
血
液
と
す
る
。


